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【縦覧に供する場所】 該当なし

 

EDINET提出書類

東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 1/36



１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成26年９月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、半

期報告書の提出に伴う新たな情報の更新、および原届出書記載事項の一部に訂正すべき事項があるため、
本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している
内容は、原届出書が更新されます。また＜追加＞の記載事項は原届出書に追加されます。

 

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格

＜更新後＞
（略）

④ ファンドの特色
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(3) ファンドの仕組み

EDINET提出書類

東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 6/36



＜訂正前＞
（略）

②委託会社の概況

・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額　20億円（平成26年７月末日現在）
・会社の沿革

昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運
用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の
社名にて資本金２億円で設立

昭和62年２月 投資顧問業者として登録

　　同年６月 投資一任業務認可取得

平成３年４月 国内および海外年金の運用受託を開始

平成10年５月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上
の委託会社としての免許取得

平成19年９月 金融商品取引業者として登録

平成26年４月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更

 
・大株主の状況（平成26年７月末日現在）

株主名 住所 所有株数 所有比率

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300株 100.0％

 
＜訂正後＞
（略）

②委託会社の概況

・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額　20億円（平成27年１月末日現在）
・会社の沿革

昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運
用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の
社名にて資本金２億円で設立

昭和62年２月 投資顧問業者として登録

　　同年６月 投資一任業務認可取得

平成３年４月 国内および海外年金の運用受託を開始

平成10年５月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上
の委託会社としての免許取得

平成19年９月 金融商品取引業者として登録

平成26年４月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更

 
・大株主の状況（平成27年１月末日現在）

株主名 住所 所有株数 所有比率

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300株 100.0％

 

２ 投資方針
(3) 運用体制

＜訂正前＞
（略）

当ファンドは債券運用部グローバル債券運用グループ（12名）が社内規則である「投資運用業に係る
業務運営規程」に基づき運用を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理室（５名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の

チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
に、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など

EDINET提出書類

東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 7/36



ファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理について
の詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）

（略）
（上記の体制や人員等については、平成26年８月１日現在）

 
＜訂正後＞
（略）

当ファンドは債券運用部グローバル債券運用グループ（11名）が社内規則である「投資運用業に係る
業務運営規程」に基づき運用を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理室（５名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の

チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
に、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
ファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理について
の詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）

（略）
（上記の体制や人員等については、平成27年２月１日現在）

 
(5) 投資制限

＜追加＞
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）

デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

 
以下、項番⑦～⑫を⑧～⑬に繰り下げます。

 

３ 投資リスク
＜更新後＞
（略）
２．その他の留意事項

（略）
(3) その他の留意点

（略）
⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われ

ると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控
除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、
必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購
入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が
あります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
合も同様です。

 
３．管理体制

委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン

の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。（なお、当ファンドは、比較
的流動性の低い資産にも投資するため、流動性リスクにも配慮した管理を行っています。）
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部

門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。

（略）
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４ 手数料等及び税金
(1) 申込手数料

＜訂正前＞
① 発行価格に1.08％（税抜１％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま

す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
（略）
 
＜訂正後＞

① 発行価格に1.08％（税抜１％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま

す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
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申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
のです。

（略）
 
(3) 信託報酬等

＜訂正前＞
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率

1.0476％（税抜0.97％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算

期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。

委託会社 販売会社 受託会社

年率0.55％ 年率0.4％ 年率0.02％

（略）
 
＜訂正後＞

① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率

1.0476％（税抜0.97％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算

期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。

委託会社
＊１

販売会社
＊２

受託会社
＊３

年率0.55％ 年率0.4％ 年率0.02％

＊１ 委託した資金の運用の対価

＊２ 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

＊３ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

（略）
 
(4) その他の手数料等

＜訂正前＞
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は毎日、純資産総額に対

し、年率0.0108％（税抜0.01％）を乗じて得た金額（ただし、年64.8万円（税抜60万円）の１日分
相当額を上限とします。）を計上し、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信
託終了のときに信託財産中から支弁します。

（略）
 
＜訂正後＞

① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、監査法人に支払う

ファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.0108％（税抜0.01％）を乗
じて得た金額（ただし、年64.8万円（税抜60万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、
毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁し
ます。

（略）
 

５ 運用状況
＜更新後＞
以下は平成27年1月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 
(1) 投資状況

資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 135,915,770 100.11

コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △149,552 △0.11
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合計（純資産総額） 135,766,218 100.00

 
（ご参考：親投資信託の投資状況）
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。

東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）

地方債証券 日本 710,930,352 7.54

特殊債券 日本 952,809,397 10.10

社債券 日本 6,086,231,384 64.57

 アメリカ 582,586,426 6.18

 ケイマン 756,278,907 8.02

 小計 7,425,096,717 78.77

コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 336,945,997 3.57

合計（純資産総額） 9,425,782,463 100.00

 
(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

a.主要銘柄の明細

順

位
銘柄名 地域 種類 口数

帳簿価額 評価額
投資

比率

(％)
単価

(円)
金額(円)

単価

(円)
金額(円)

1
東京海上Roggeニッポン海外債券

マザーファンド（為替ヘッジあり）
日本

親投資信託

受益証券
105,401,916 1.2689 133,754,238 1.2895 135,915,770 100.11

 
b.投資有価証券の種類

種類 投資比率(％)

親投資信託受益証券 100.11

合　　計 100.11

 
② 投資不動産物件

該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。
 
（ご参考：親投資信託の投資資産）
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

順

位
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面

帳簿価額 評価額 投資

比率

(％)

単価

(円)
金額(円)

単価

(円)
金額(円)

1 CENEXP 2.17 08/05/19 日本 社債券 2.170 2019/08/05 6,290,000 11,860.56 746,029,317 11,913.68 749,370,943 7.95

2 MSINS Var 03/15/2072 日本 社債券 7.000 2072/03/15 5,303,000 13,627.35 722,658,611 13,760.75 729,732,705 7.74

3
NKSJHD 5.325

03/28/73
日本 社債券 5.325 2073/03/28 5,680,000 12,474.80 708,568,781 12,689.40 720,758,346 7.64

4 NIPLIF 5 10/18/42 日本 社債券 5.000 2042/10/18 5,612,000 12,452.37 698,827,228 12,517.94 702,507,073 7.45

5 JBIC 2 5/8 12/15/20 日本 特殊債券 2.625 2020/12/15 3,350,000 18,615.25 623,611,173 18,950.44 634,839,877 6.73
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6 MTFG 4.1 09/09/23 日本 社債券 4.100 2023/09/09 3,880,000 12,740.50 494,331,685 12,995.67 504,232,190 5.34

7 DAIL 5.1 Perp 日本 社債券 5.100 2024/10/28 3,610,000 12,392.84 447,381,728 12,579.43 454,117,603 4.81

8 ORIX 3.75 03/09/17 日本 社債券 3.750 2017/03/09 3,400,000 12,289.72 417,850,565 12,293.27 417,971,180 4.43

9 MIZUHO 4.2 07/18/22 ケイマン 社債券 4.200 2022/07/18 3,233,000 12,244.78 395,873,979 12,594.80 407,190,126 4.31

10 TOKYO 2 1/8 05/20/19 日本
地方債

証券
2.125 2019/05/20 3,000,000 11,929.06 357,871,800 12,055.58 361,667,625 3.83

11 MIZUHO 4.6 03/27/24 ケイマン 社債券 4.600 2024/03/27 2,750,000 12,263.70 337,251,956 12,694.13 349,088,781 3.70

12 SUMITR 2.95 09/14/18 日本 社債券 2.950 2018/09/14 2,800,000 12,176.20 340,933,670 12,245.97 342,887,160 3.63

13 NSANY 1.8 03/15/18 アメリカ 社債券 1.800 2018/03/15 2,704,000 11,803.61 319,169,686 11,871.11 320,995,017 3.40

14 JFM 4 01/21 INTL 日本 特殊債券 4.000 2021/01/13 2,400,000 13,012.23 312,293,520 13,248.73 317,969,520 3.37

15 MITCO 2 7/8 07/18/18 日本 社債券 2.875 2018/07/18 2,500,000 12,130.93 303,273,410 12,156.10 303,902,500 3.22

16 NSANY 1.95 09/12/17 アメリカ 社債券 1.950 2017/09/12 2,190,000 11,845.76 259,422,194 11,944.81 261,591,409 2.77

17
SUMIBK 2 1/2

07/19/18
日本 社債券 2.500 2018/07/19 2,130,000 11,979.90 255,172,029 12,052.04 256,708,452 2.72

18 TOKYO 1 5/8 06/06/18 日本
地方債

証券
1.625 2018/06/06 1,500,000 11,785.97 176,789,662 11,879.39 178,190,925 1.89

19 DAIL 7 1/4 Perp 日本 社債券 7.250 2021/07/25 1,230,000 13,897.92 170,944,446 13,977.15 171,918,945 1.82

20 JFM 2 1/8 03/06/19 日本
地方債

証券
2.125 2019/03/06 1,420,000 11,933.79 169,459,818 12,047.31 171,071,802 1.81

21 SUMIBK 4 11/09/20 日本 社債券 4.000 2020/11/09 1,050,000 15,180.65 159,396,858 15,247.59 160,099,728 1.69

22 SUMITR 1.8 03/28/18 日本 社債券 1.800 2018/03/28 1,300,000 11,748.13 152,725,787 11,862.84 154,216,920 1.63

23 CHIBAB 2.55 10/30/19 日本 社債券 2.550 2019/10/30 1,200,000 11,795.43 141,545,250 12,022.47 144,269,730 1.53

24 NTT 2.15 02/26/20 日本 社債券 2.150 2020/02/26 860,000 11,444.23 98,420,421 11,874.66 102,122,119 1.08

25 MITCO 1 7/8 07/17 日本 社債券 1.875 2017/07/13 750,000 11,841.55 88,811,662 11,864.02 88,980,168 0.94

26 MTFG 1.65 02/26/18 日本 社債券 1.650 2018/02/26 700,000 11,685.46 81,798,255 11,776.51 82,435,622 0.87

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

種類 投資比率(％)

地方債証券 7.54

特殊債券 10.10

社債券 78.77

合　　計 96.42

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

該当事項はありません。
 
(3) 運用実績

① 純資産の推移

期 年月日
純資産総額
（百万円）
（分配落）

純資産総額
（百万円）
（分配付）

1口当たり
純資産額(円)
(分配落)

1口当たり
純資産額(円)
(分配付)

第1計算期間末 (平成26年 6月20日) 3 3 1.0628 1.0628
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平成26年 1月末日 55 － 1.0409 －

2月末日 3 － 1.0477 －

3月末日 3 － 1.0490 －

4月末日 3 － 1.0540 －

5月末日 4 － 1.0687 －

6月末日 4 － 1.0673 －

7月末日 23 － 1.0659 －

8月末日 24 － 1.0731 －

9月末日 23 － 1.0643 －

10月末日 24 － 1.0720 －

11月末日 24 － 1.0776 －

12月末日 124 － 1.0713 －

平成27年 1月末日 135 － 1.0892 －

 
② 分配の推移

該当事項はありません。
 
③ 収益率の推移

期 計算期間 収益率（％）（分配付）

第1計算期間 平成25年 9月12日～平成26年 6月20日 6.3

第2中間計算期間 平成26年 6月21日～平成26年12月20日 1.0

 
(4) 設定及び解約の実績

期 計算期間
設定口数

（口）

解約口数

（口）

発行済み口数

（口）

第1計算期間 平成25年 9月12日～平成26年 6月20日 53,139,948 49,377,839 3,762,109

第2中間計算期間 平成26年 6月21日～平成26年12月20日 112,658,265 ― 116,420,374

 

＜参考情報＞
（平成27年１月30日現在）
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第２【管理及び運営】
３ 資産管理等の概要
(5) その他

＜訂正前＞
① 信託の終了（繰上償還）

（略）
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d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決
権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。

（略）
②信託約款の変更

（略）
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およ
びその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

（略）
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決
権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。

（略）
④ 運用報告書

毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買
状況などを記載した運用報告書を作成します。運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会
社から、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。なお、期間中に行った信託約款の
変更等のうち、委託会社が重要と判断した事項については、運用報告書に記載します。
 
平成26年12月以降は、以下の内容に変更する予定です。
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。

b. 委 託 会 社 は 、 運 用 報 告 書 （ 全 体 版 ） を 作 成 し 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。

c.上記a.およびb.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場
合は、交付します。

 
＜訂正後＞

① 信託の終了（繰上償還）

（略）
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。

（略）
②信託約款の変更

（略）
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

（略）
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。

（略）
④ 運用報告書

a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した
交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社から、あ
らかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。

b. 委 託 会 社 は 、 運 用 報 告 書 （ 全 体 版 ） を 作 成 し 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。

c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交付
します。

 
４ 受益者の権利等
＜訂正前＞
（略）

④ 買取請求権

EDINET提出書類

東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

15/36



信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大
な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもっ
て買取るべき旨を請求することができます。

 
＜訂正後＞
（略）

④ 買取請求権

一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。

 

第３【ファンドの経理状況】
１ 財務諸表
＜追加＞
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間（平成26年6月21日

から平成26年12月20日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けておりま
す。

中間財務諸表
 

東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

 
(1) 中間貸借対照表

  
前期

平成26年 6月20日現在
当中間計算期間末

平成26年12月20日現在

区　　分
注記
番号

金額（円） 金額（円）

資産の部    

流動資産    

金銭信託  ― 24,734

親投資信託受益証券  3,998,389 125,066,693

未収入金  11,501 ―

流動資産合計  4,009,890 125,091,427

資産合計  4,009,890 125,091,427

負債の部    

流動負債    

未払受託者報酬  218 3,122

未払委託者報酬  11,182 149,434

その他未払費用  101 1,541

流動負債合計  11,501 154,097

負債合計  11,501 154,097

純資産の部    

元本等    

元本 ※1 3,762,109 116,420,374
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剰余金    

中間剰余金又は中間欠損金（△）  236,280 8,516,956

(分配準備積立金)  187,177 187,177

元本等合計  3,998,389 124,937,330

純資産合計  3,998,389 124,937,330

負債純資産合計  4,009,890 125,091,427

 

(2) 中間損益及び剰余金計算書

  

前中間計算期間
自 平成25年 9月12日

至 平成26年 3月11日

当中間計算期間
自 平成26年 6月21日

至 平成26年12月20日

区　　分
注記
番号

金額（円） 金額（円）

営業収益    

有価証券売買等損益  1,690,294 123,613

営業収益合計  1,690,294 123,613

営業費用    

受託者報酬  4,789 3,122

委託者報酬 ※1 227,196 149,434

その他費用  2,293 1,541

営業費用合計  234,278 154,097

営業利益又は営業損失（△）  1,456,016 △30,484

経常利益又は経常損失（△）  1,456,016 △30,484

中間純利益又は中間純損失（△）  1,456,016 △30,484

一部解約に伴う中間純利益金額の分配
額又は一部解約に伴う中間純損失金額
の分配額（△）

 1,328,957 ―

期首剰余金又は期首欠損金（△）  ― 236,280

剰余金増加額又は欠損金減少額  668,210 8,311,160

中間一部解約に伴う剰余金増加額又
は欠損金減少額

 ― ―

中間追加信託に伴う剰余金増加額又
は欠損金減少額

 668,210 8,311,160

剰余金減少額又は欠損金増加額  621,467 ―

中間一部解約に伴う剰余金減少額又
は欠損金増加額

 621,467 ―

中間追加信託に伴う剰余金減少額又
は欠損金増加額

 ― ―

中間剰余金又は中間欠損金（△）  173,802 8,516,956

 

(3) 中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区　　分

当中間計算期間
自 平成26年 6月21日

至 平成26年12月20日
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有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。

 
（中間貸借対照表に関する注記）

区　　分
前期

平成26年 6月20日現在
当中間計算期間末

平成26年12月20日現在

1.※1 期首元本額 1,000,000円 3,762,109円

 期中追加設定元本額 52,139,948円 112,658,265円

 期中一部解約元本額 49,377,839円 ―円

2.※1 中間計算期間末日における受益権の
総数

3,762,109口 116,420,374口

 
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

前中間計算期間
自 平成25年 9月12日

至 平成26年 3月11日

当中間計算期間
自 平成26年 6月21日

至 平成26年12月20日

※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の
全部又は一部を委託する場合における当
該委託に要する費用

※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の
全部又は一部を委託する場合における当
該委託に要する費用

純資産総額に対して年10,000分の33の率を乗じ
て得た金額

同左
 

 
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区　　分
前期

 平成26年 6月20日現在
当中間計算期間末

 平成26年12月20日現在

1. 中間貸借対照表計上額、時
価及びこれらの差額

時価で計上しているため、その
差額はありません。

同左

2. 時価の算定方法並びに有価
証券及びデリバティブ取引
に関する事項

(1)有価証券
（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）に記載してお
ります。

(1)有価証券
同左

  (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。

(2)デリバティブ取引
同左

  (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。

(3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品
同左
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3. 金融商品の時価等に関する
事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格
に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。

同左

 
（1口当たり情報に関する注記）

前期
平成26年 6月20日現在

当中間計算期間末
平成26年12月20日現在

1口当たり純資産額 1.0628円 1口当たり純資産額 1.0732円

（1万口当たり純資産額 10,628円） （1万口当たり純資産額 10,732円）

 
（ご参考）
 
当ファンドは、「東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」を主要な投資対象と
しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券
です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。

なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」の状況

 
(1) 貸借対照表

  平成26年 6月20日現在 平成26年12月20日現在

区　　分
注記
番号

金額（円） 金額（円）

資産の部    

流動資産    

預金  56,717,249 80,198,381

コール・ローン  60,164,084 33,627,140

地方債証券  703,413,110 709,275,938

特殊債券  959,276,913 965,199,974

社債券  4,299,187,309 5,488,044,534

派生商品評価勘定  ― 1,696,579

未収入金  409,955 1,172,984

未収利息  59,267,904 65,799,008

前払費用  2,400,431 1,675,528

流動資産合計  6,140,836,955 7,346,690,066

資産合計  6,140,836,955 7,346,690,066

負債の部    

流動負債    

派生商品評価勘定  27,029,868 43,842,748

未払金  150,035 5,619,344

未払解約金  55,525,457 ―

流動負債合計  82,705,360 49,462,092
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負債合計  82,705,360 49,462,092

純資産の部    

元本等    

元本 ※1 4,845,868,895 5,750,387,505

剰余金    

剰余金又は欠損金（△）  1,212,262,700 1,546,840,469

元本等合計  6,058,131,595 7,297,227,974

純資産合計  6,058,131,595 7,297,227,974

負債純資産合計  6,140,836,955 7,346,690,066

 

(2) 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区　　分
自 平成26年 6月21日

至 平成26年12月20日

1. 有価証券の評価基準及び評価方
法

地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しな
い）、又は価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。

2. デリバティブ等の評価基準及び
評価方法

為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売
買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されて
いる場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されてい
ない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後
二つの日の仲値をもとに計算しております。

3. その他財務諸表作成のための基
本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。

 
（貸借対照表に関する注記）

区　　分 平成26年 6月20日現在 平成26年12月20日現在

1.※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 4,196,561,359円 4,845,868,895円

 同期中における追加設定元本額 950,922,700円 1,279,851,904円

 同期中における一部解約元本額 301,615,164円 375,333,294円

 同中間期末における元本額 4,845,868,895円 5,750,387,505円

  
元本の内訳＊
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 東京海上Roggeニッポン海外債券
ファンド（為替ヘッジあり）

4,842,670,695円 5,651,832,191円

 東京海上Roggeニッポン海外債券
ファンド（為替ヘッジあり）
（年１回決算型）

3,198,200円 98,555,314円

 　　　　　　計 4,845,868,895円 5,750,387,505円

2.※1 本書における開示対象ファンドの中
間計算期間末日における当該親投資
信託の受益権の総数

4,845,868,895口 5,750,387,505口

（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区　　分  平成26年 6月20日現在  平成26年12月20日現在

1. 貸借対照表計上額、時価
及びこれらの差額

時価で計上しているため、その
差額はありません。

同左

2. 時価の算定方法並びに有価
証券及びデリバティブ取引
に関する事項

(1)有価証券
（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）に記載してお
ります。

(1)有価証券
同左

  (2)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す
る注記）に記載しておりま
す。

(2)デリバティブ取引
同左

  (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。

(3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品
同左

3. 金融商品の時価等に関する
事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格
に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。

同左

 
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
 通貨関連

（平成26年6月20日現在）

     （単位：円）
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区分 種 類 契約額等
 

時 価 評価損益
うち1年超

市場取引
以外の取引

為替予約取引     

 
売建 6,030,444,350 ― 6,057,474,218 △27,029,868

米ドル 5,068,350,481 ― 5,080,881,348 △12,530,867

ユーロ 276,880,937 ― 277,698,580 △817,643

英ポンド 685,212,932 ― 698,894,290 △13,681,358

 　合計 6,030,444,350 ― 6,057,474,218 △27,029,868

 
（平成26年12月20日現在）

     （単位：円）

区分 種 類 契約額等
 

時 価 評価損益
うち1年超

市場取引
以外の取引

為替予約取引     

 
売建 7,244,850,834 ― 7,286,997,003 △42,146,169

米ドル 6,387,699,693 ― 6,429,876,639 △42,176,946

ユーロ 200,940,731 ― 199,272,772 1,667,959

英ポンド 656,210,410 ― 657,847,592 △1,637,182

 　合計 7,244,850,834 ― 7,286,997,003 △42,146,169

  (注)1.時価の算定方法

（1）本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨に

ついては、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該

為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以

下の方法によっております。

・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表

されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算してお

ります。

・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当

該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

（2）本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨

については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 
（1口当たり情報に関する注記）

平成26年 6月20日現在 平成26年12月20日現在

1口当たり純資産額 1.2502円 1口当たり純資産額 1.2690円

（1万口当たり純資産額 12,502円） （1万口当たり純資産額 12,690円）

 

２ファンドの現況
＜更新後＞
 純資産額計算書
 

 平成27年1月30日現在
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種類 金額

Ⅰ　資産総額 135,915,770 円

Ⅱ　負債総額 149,552 円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 135,766,218 円

Ⅳ　発行済数量 124,646,321 口

Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0892 円

 
（ご参考：親投資信託の現況）
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

 平成27年1月30日現在

種類 金額

Ⅰ　資産総額 10,340,708,146 円

Ⅱ　負債総額 914,925,683 円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,425,782,463 円

Ⅳ　発行済数量 7,309,842,869 口

Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2895 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 委託会社等の概況
＜訂正前＞

平成26年７月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。

（略）
 

＜訂正後＞
平成27年１月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、

38,300株を発行済みです。
（略）

 

２ 事業の内容及び営業の概況
＜訂正前＞
（略）

平成26年７月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の
通りです。

 本数 純資産総額（百万円）

追加型公社債投資信託 1 2,389

追加型株式投資信託 133 1,914,423

単位型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 13 60,906

合計 147 1,977,719

 
＜訂正後＞
（略）

平成27年１月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の
通りです。

 本数 純資産総額（百万円）

追加型公社債投資信託 0 0

追加型株式投資信託 142 1,843,453

単位型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 14 68,524

合計 156 1,911,978

 
   次へ
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３ 委託会社等の経理状況
＜訂正前＞
１．　当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
号）に基づいて作成しております。

　　　なお、第29期事業年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較
情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府
令」（平成24年９月21日内閣府令第61号）附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則並びに
同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づい
て作成しております。

２．　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第29期事業年度（平成25年４月１日か
ら平成26年３月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

 
＜訂正後＞
１．　当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
号）に基づいて作成しております。
　なお、第29期事業年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較
情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府
令」（平成24年９月21日内閣府令第61号）附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則並びに
同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づい
て作成しております。
　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

 
２．　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第29期事業年度（平成25年４月１日か

ら平成26年３月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
　また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（平成26年４月１日から
平成26年９月30日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人による中間監査を受けておりま
す。

 
原届出書の 第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　３ 委託会社等の経理状況 につきまして

は、前記の訂正のほか、「中間財務諸表」として以下の内容が追加されます。
 
中間財務諸表
(イ)中間貸借対照表

（単位：千円）

当中間会計期間

（平成26年９月30日現在）

資産の部   

流動資産   

現金・預金  8,929,625

前払費用  125,585

未収委託者報酬  1,864,341

未収収益  2,798,840

未収入金  31,466

繰延税金資産  355,439

その他の流動資産  14,017

流動資産計  14,119,316

固定資産   

有形固定資産 ＊１ 177,572

建物  97,867
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器具備品  79,705

無形固定資産  3,144

電話加入権  3,144

投資その他の資産  751,451

投資有価証券  31,309

関係会社株式  254,342

その他の関係会社有価証券  31,200

長期前払費用  26,517

敷金  282,806

繰延税金資産  125,275

固定資産計  932,167

資産合計  15,051,484

負債の部   

流動負債   

預り金  38,511

未払金  1,555,346

未払手数料  559,534

その他未払金  995,811

未払費用  165,527

未払消費税等 ＊２ 217,486

未払法人税等  869,000

前受収益  181,306

賞与引当金  394,109

その他の流動負債  3,240

流動負債計  3,424,527

固定負債   

退職給付引当金  170,525

役員退職慰労引当金  16,630

固定負債計  187,155

負債合計  3,611,682

純資産の部   

株主資本  11,436,661

資本金  2,000,000

利益剰余金  9,436,661

利益準備金  500,000

その他利益剰余金  8,936,661

繰越利益剰余金  8,936,661

評価・換算差額等  3,139

その他有価証券評価差額金  3,139

純資産合計  11,439,801

負債・純資産合計  15,051,484

 

(ロ)中間損益計算書

　　（単位：千円）

当中間会計期間
（自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日）
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営業収益   

委託者報酬  4,574,151

運用受託報酬  3,925,933

投資助言報酬  17,103

その他営業収益  736

営業収益計  8,517,926

営業費用   

支払手数料  1,898,804

広告宣伝費  51,166

公告費  533

調査費  2,462,761

調査費  679,250

委託調査費  1,783,510

委託計算費  40,037

営業雑経費  81,027

通信費  14,823

印刷費  45,225

協会費  12,909

諸会費  3,368

図書費  4,700

営業費用計  4,534,330

一般管理費   

給料  957,081

役員報酬  40,531

給料・手当  835,102

賞与  81,448

交際費  3,078

旅費交通費  44,936

租税公課  23,932

不動産賃借料  129,195

役員退職慰労引当金繰入  1,580

退職給付費用  31,539

賞与引当金繰入  394,109

固定資産減価償却費 ＊１ 29,736

法定福利費  192,378

福利厚生費  5,886

諸経費  173,569

一般管理費計  1,987,025

営業利益  1,996,570

営業外収益   

受取利息  779

受取配当金  51,954

雑益  3,940

営業外収益計  56,674

営業外費用   

雑損  62,176

営業外費用計  62,176

経常利益  1,991,068

税引前中間純利益  1,991,068

法人税、住民税及び事業税  849,031

法人税等調整額  △148,516
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法人税等合計  700,514

中間純利益  1,290,554

 
(ハ)中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

(単位：千円)

 株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 2,000,000 500,000 8,450,867 8,950,867 10,950,867

当中間期変動額      

剰余金の配当   △804,759 △804,759 △804,759

中間純利益   1,290,554 1,290,554 1,290,554

株主資本以外の項

目の当中間期変動

額(純額)      

当中間期変動額合計 － － 485,794 485,794 485,794

当中間期末残高 2,000,000 500,000 8,936,661 9,436,661 11,436,661

 

 評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高 1,809 1,809 10,952,676

当中間期変動額    

剰余金の配当   △804,759

中間純利益   1,290,554

株主資本以外の項目の当中間期

変動額(純額) 1,330 1,330 1,330

当中間期変動額合計 1,330 1,330 487,124

当中間期末残高 3,139 3,139 11,439,801

 

（ニ）重要な会計方針

 
当中間会計期間

（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

 

１．資産の評価基準及
び評価方法

有価証券
(1) 子会社株式及び関連会社株

式並びにその他の関係会社
有価証券

移動平均法による原価法

 

 (2) その他有価証券  

 時価のあるもの  
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 中間会計期間末日の市
場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売
却原価は移動平均法によ
り算定）

 

 時価を把握することが極
めて困難と認められるも
の

 

 移動平均法による原価
法

 

２．固定資産の減価償
却の方法

(1) 有形固定資産  

定率法  

ただし、平成10年４月１
日以降に取得した建物（建
物附属設備を除く）につい
ては定額法、少額固定資産
（取得価格が10万円以上20
万円未満の資産）について
は、３年間で均等償却する
方法を採用しております。

 
 

 (2) 長期前払費用  

 定額法  

３．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金  

 従業員賞与の支給に充て
るため、支給見込額の当中
間会計期間負担額を計上し
ております。

 

 (2) 退職給付引当金  

 従業員の退職給付に備え
るため、当中間会計期間末
における退職給付債務の見
込額に基づき計上しており
ます。
退職給付引当金及び退職

給付費用の計算に、退職給
付に係る中間期末自己都合
要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を
適用しております。

 

 (3) 役員退職慰労引当金  

 役員の退職慰労金の支出
に備えるため、内規に基づ
く中間期末要支給額を計上
しております。

 

４．消費税等の会計処
理方法

消費税及び地方消費税の会計処
理は税抜方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税
は、当中間会計期間の費用とし
て処理しております。

 

 
注記事項
（中間貸借対照表関係）

 
当中間会計期間

（平成26年９月30日現在）
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※１　有形固定資産の
減価償却累計額

建物 128,400千円
器具備品 488,793千円

 

※２　消費税等の取扱
い

仮払消費税等及び仮受消費税等
は相殺のうえ、未払消費税等と
して表示しております。

 

 
（中間損益計算書関係）

 
当中間会計期間

（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

 

※１　減価償却実施額 有形固定資産 29,736千円  

 
（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首

（株）
当中間会計期間
増加　　（株）

当中間会計期間
減少　　（株）

当中間会計期間末
（株）

普通株式 38,300 - - 38,300

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成26年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

（イ） 配当金総額・・・・・・・・・・804,759千円

（ロ） １株当たり配当額・・・・・・・21,012円

（ハ） 基準日・・・・・・・・・・・・平成26年３月31日

（ニ） 効力発生日・・・・・・・・・・平成26年６月30日

 

 
（金融商品関係）

当中間会計期間（平成26年９月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
平成26年９月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりませ
ん（（注２）参照）。
 

（単位：千円）

 中間貸借対照表計上額（＊） 時価（＊） 差額

(1)現金・預金
(2)未収委託者報酬
(3)未収収益
(4)未収入金
(5)投資有価証券

その他有価証券
(6)敷金
(7)未払金

8,929,625
1,864,341
2,798,840

31,466
 

31,309
282,806

(1,555,346)

8,929,625
1,864,341
2,798,840

31,466
 

31,309
221,970

(1,555,346)

―
―
―
―
 
―

60,835
―

（＊）負債で計上されているものについては、（　）で示しております。
 
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに(4) 未収入金及び(7) 未払金
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

(5) 投資有価証券

時価の算定方法につきましては「（ニ）重要な会計方針」の「１．資産の評価基準及び評価方法」に記
載しております。

(6) 敷金

当社では、敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物
の残存耐用年数を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。

 
（注２）子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　子会社株式221,595千円、関連会社株式

32,747千円）並びにその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額　31,200千円）は、市場価格
がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と
認められるため、上表には含めておりません。
 

（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

 
（有価証券関係）
当中間会計期間（平成26年９月30日現在）

１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　子会社株式221,595千円、関連会社株式32,747千

円）並びにその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額31,200千円）は、市場価格がなく、時価を
把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
 

２．その他有価証券

 種類
中間貸借対照表
計上額（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

中間貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

証券投資信託 29,609 24,431 5,178

中間貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

証券投資信託 1,700 2,000 △300

合計 31,309 26,431 4,878

 
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
　当中間会計期間（自　平成26年４月１日　　至　平成26年９月30日）
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行

うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。ま
た「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメン

トとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
 
[関連情報]
　当中間会計期間（自　平成26年４月１日　　至　平成26年９月30日）
１. 製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を
省略しております。

 
２. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。

 
(2) 有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。

 
３. 主要な顧客ごとの情報

当社は、外部顧客からの収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、記載を省略しております。

 
（１株当たり情報）

 
当中間会計期間

（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

 

１株当たり純資産額 298,689円33銭  

１株当たり中間純利益金額 33,695円93銭  

 潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額については、潜在株
式が存在しないため記載してお
りません。

 
 
 

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益　　　　　　　　　 1,290,554千円

普通株主に帰属しない金額　　　　　 　　－

普通株式にかかる中間純利益　 1,290,554千円

期中平均株式数 　　　　　　　　　 38,300株
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第２【その他の関係法人の概況】
 

１ 名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
(1) 受託会社

・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

・資本金の額 324,279百万円（平成26年３月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

 
<参考情報：再信託受託会社の概要>

・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社

・資本金の額 10,000百万円（平成26年３月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2) 販売会社

名称 資本金の額(※) 事業の内容

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社

40,500百万円
金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。

(※)平成26年３月末日現在

 
(3) 投資顧問会社

・名称 Tokio Marine Rogge Asset Management Limited

・資本金の額 30万英ポンド（平成26年３月末日現在）

・事業の内容 投資運用業を営んでいます。

 
＜訂正後＞
(1) 受託会社

・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

・資本金の額 324,279百万円（平成26年９月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

 
<参考情報：再信託受託会社の概要>

・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社

・資本金の額 10,000百万円（平成26年９月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2) 販売会社

名称 資本金の額(※) 事業の内容

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社

40,500百万円
金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。

(※)平成26年９月末日現在

 
(3) 投資顧問会社
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・名称 Tokio Marine Rogge Asset Management Limited

・資本金の額 30万英ポンド（平成26年９月末日現在）

・事業の内容 投資運用業を営んでいます。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

平成26年12月８日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

 

あらた監査法人

指　定　社　員

業務執行社員
公認会計士　　荒川　　進　㊞

  

指　定　社　員

業務執行社員
公認会計士　　和田　　渉　㊞

  

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第30

期事業年度の中間会計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸

借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行っ

た。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、東京海上アセットマネジメント株式会社の平成26年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　 上

 

　（注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

平成27年２月12日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

あらた監査法人

指　定　社　員

業務執行社員
公認会計士　　和田　　渉　㊞

  

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられている東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算型）の平成26年６月21日

から平成26年12月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書

並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算型）の平成26年12月20日現在の

信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成26年６月21日から平成26年12月20日まで）の損益の状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以　 上

 

　（注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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